
資料2

地域活動支援交付金の交付申高等について 

:地域活動支援交付金は、行政地域の自立と積極的なコミュニティ活動を支援するための

!交付金です。
、-●_〇〇　〇　〇,○○〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇　〇〇〇一一〇〇〇_.○○○○..〇〇〇_〇〇〇〇〇___〇〇〇〇　〇_〇〇〇〇〇〇〇〇〇_○　○___〇〇〇〇〇〇〇〇___。〇〇〇〇〇〇_〇〇　〇　〇〇__/

1,地域活動支援交付金の概要

(1)申請者は、地域長となります。

(2)対象事業は、行政地域、区、自治会及び町内会が行政地域内で行うコミュニティ事

業が対象となります。

(対象事業及び対象外事業の事例は、 「地域活動支援交付金　交付対象・交付対象外

の事例」を参照してください。)

(3)交付金の総額は、地域長が設置されている行政地域の全世帯数に3〇〇円を乗じた

額となります。

(4)交付金額
・均等割額と世帯別額の合計額を上限として各行政地域に交付します。

・均等割額は、 1行政地域あたり1 2万円

・世帯割額は、交付金総額から均等割額の総額を差引いた額を交付対象世帯数で除

して1曇件あたりの額を求め、 1件当たりの額に各行政地域の世帯数を乗じた額

となります。 (1円未満の端数切り捨て)
・交付世帯数の基準日は、毎年4月1日です。

2.交付金申請手続きの流れ
…申請書は、市からの交付金額の上限額の内示、および地域において実施

する事業内容の決定後、地域長から市に提出してください。

‥堤出いただいた申請書の審査、添付書類の確認等を行い、交付を決定し

ます。 (※市から、 「交付決定通知書」を送付します。)

…事業実施後、速やかに添付書類へぐ領収書の写しを含む.)を添えて、地

域長から市に提出してください∩

…提出していただいた実績報告書の審査、添付書類の確認等を行い、交付

額を確定します。 (※市から、 「交付額確定通知書」を送付します。)

…交付額の確定を受けて、地域長から市へ請求書を提出してください.

…ご指定いただいた口座に交付金を振込させていただきます。

3..その他

交付金は、行政地域から市へ申請されたものに交付するものです。交付金を区や自治

会単位で配分される場合については、当該行政地域内で配分方法等をご相談して決め

ていただくことになります。

(裏面:地域活動支援交付金の申請手続きの流れ)
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資料2-①

地域活動支援交付金　交付対象葛交付対象外の事例

交付対象事例

(1)　　　主な事業事例　　　会議、資料作成、会場使用料、掲示板等の購入費 

行政地域等　　　　　　　　　　用等, 

の運営に関 傲�mYV儂��印刷用紙、封筒、文房具、図書等購入費 

する事業 ��榎iN��会議時のお茶購入費 

印刷製本費 ��8��{�ﾉ�ﾉ�99��

通信運搬費 冰云i�稲���6I�)�99��

手数料 ��Xﾙ韶��I{����8ﾘ(�洩韶��I{�9��

使用料 �5(78�ｸｴ�9�,ﾈ駟k�w�ｴ�ｮﾘ妤�8+�{��

会議のための施設使用料等 

備品購入費 佝h麒L(��ﾅｹJﾘｬYL(��夊､��'Y9俎y?ﾉN��

(2)　　　　主な事業事例　　　集会所運営に必要なもの 

集会所等の 傲�mYV儂��電球、スリッパ、トイレットペーパー、消火器、 

維持管理音に 関する事業 剳ｶ房具類、ほうき等の清掃用具等購入費 

光熱水費 �6Hｴ8��4ｸ5����8岔�Y;��2�

修繕料 佶ｩZ�,ﾈﾇ�X,咽9yﾘ�X�9�YN��

備品・消耗器材の修繕 

手数料 �+YD�ｸ(-ﾘ竧.����I{��

保険料 �鞏�]ｸﾊ��9��

委託料 倡ｹ�ﾙ5����Y{��

清掃委託料、植木莞定委託料 

備品購入費 伜�+ﾘ,H��ｧﾈ*�霽i9�,ﾈ徂ｾ�鞅y?ﾉN��

机、椅子、書棚等の什器類購入費 

テレビ、エアコ音ン、冷蔵庫、コピー機、パソコン、 

掃除機や音響機器等の電化製品等購入費 

食器・食器棚等の調理器具類等購入費 

症抑



(3)　　　主な事業事例　　　防災・防犯に係るもの 

安心・安全　　　　　　　　　　子供見守り隊に係るもの等 

への取組み 傲�mYV儂��子供見守り隊に係る安全旗、帽子、トレーナー、 

に関する事 刄Wャンパー等購入費 

業 剋ｩ主防災に係る備蓄食料品等購入費 

備品購入費 俾偃Yf胃�,佛x.�7x8ｸ8�6(6x��5�5(6(7h��6��ｸ8ｹ9��

購入費、啓発看板 

(4)　　　主な事業事例　　　地域内清掃(※) 

地域の美化 剌o合い作業(道作り) 

活動に関す 剽ﾎ化活動等 

る事業 傲�mYV儂��ごみ袋(木津川市指定ごみ袋は対象とはなりませ 

ん。)、金ばさみ、軍手、皿まうき、薬品等購入費 

燃料費 �4ｸ5ﾈ8ｨ999俎y?ﾉN��

食糧費 伜����(,ﾈ*�(8ﾗy?ﾉN��

修繕料 亢�､(�9�Y{��

保険料 伜����)]ｸﾊ���

委託料 假ym液Y.姐�-�K�ﾜﾉ9���Y{��

使用料及び賃借料- 俾�:竟H��抦ﾅ頽Hｴ�9�,ﾈ妤�8+�{��

材料費 　　l 冦掩x��5ｨ8�986x��ﾛｸ��4�5�7H4�8ｸ6x��ﾗﾈﾝ�����m����

苗木等購入費 

機械器具費 ���ｪ�ｴ�ﾗy?ﾉN��

※区や自治会など、地域で清掃・美化活動に取り組まれる際は、あらかじめ、

まち美化推進課にご相談ください。

(間合先:まち美化推進課　75-1215)



(5)　　　　主な事業事例 剪n域の運動会・ボーリング大会 

各種スポー　　　　　　　　　　桜まつり、夏まつり、虫送り、秋まつり、みこし 

ツ、レクリ　　　　　　　　　　　巡行、もちつき大会等 

エーシヨン 傲�mYV儂��印刷等用紙代、封筒、各種文房具、医薬品等購入 

及び地域ま音 つりに関す 剩� 

燃料費 �4ｸ5ﾈ8ｨ999俎y?ﾉN��

る事業 ��榎iN��会議時のお茶購入費 

印刷製本費 ��8��{��X7ﾈ5�5��ｸ�X7h8ﾘ4�8�8�ﾞﾉ�ﾉ�99��

光熱水費 �6Hｴ8��4ｸ5����8岔�Y;��2�

通信運搬費 冰云i�稲���6I�)�99��

保険料 伜����)]ｸﾊ���

委託料 ���ｩ�ﾘ�2�6X986x�Xｯx�X紘��9著勾�Y{��

使用料及び賃借料 �仆��ｮﾙ9�,ﾈ妤�8+�{���7�&��X檍�ｨ妤�8+�{��

材料費 冦胃���ﾛｹ9俎y?ﾉN��

備品購入費 弍x��紘����6X986x��ｦX顗5�7ﾈ�ｸ69w�ｾ�9俎y?ﾉN��

交付対象外事例

役員報酬 �&闔i>�ｦX顥o�醜-h,ﾉ_���X�9~x�XﾎI~r�

飲食費 ��8鳧.(�ﾘx*(ﾞﾈｼh鳧,ﾈ*�(8�X5x8X�ｸ5�愛�,ﾈ薯�

食費全て 

祭り等イベントの景品、記念品 �487�986x�����ﾈ��(ｩ���儼�,�,r�

積立金 �&闔ikﾈｶ�ｷ�-��檍�ｬyyﾙ��x,�,r�

金券 ��ﾘ��4ｨ�ｸ6���ⅹV佶H,�,xﾋｸｾ�,傀�+h.�.�,ﾉ�8,B�

宗教活動 傚Y�ﾈｾ���ｯ�Xﾘｾ����ｵh��*姥ｨ邵,�,r�

営利を目的とした事業 儉ﾉHH/�mｩ4�,h+x.兒鰻��Y�閲�9俎y?ﾉN�,�,r�

募金 仄I:�Xｾ�,�,r�

その他

交付対象・交付対象外事例にないものを地域活動支援交付金の事業として検討

される場合は、総務課にご相談ください。

令和3年10月1日現在


